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「あうわ」視覚障害者の働くを考える会 

 代 表   林  由美子 様 

 

                       金沢市長  村 山  卓 

                         （公 印 省 略） 

 

 

    視覚障害者の雇用と生活支援における要望書について（回答） 

 

 令和４年 11 月 24 日付けで依頼のありました要望事項につきまして、別添のとおり

回答します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉健康局障害福祉課   

担 当 西村 

電 話 220-2289 

ＦＡＸ  232-0294 
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【障害福祉課】

【障害福祉課】

　ビジョンネット石川の周知と活用
促進を図ること。

　まずは金沢市視覚障害者協会と協力し、ビジョンネット
石川との連携体制を構築することが必要であると考えてい
る。
　令和５年９月に本市で開催が予定されている「第31回視
覚障害者リハビリテーション研究発表大会」を契機とし
て、ビジョンネット石川の周知や活用促進に向け、何がで
きるか検討していきたい。

【障害福祉課】

　地域生活支援および生活訓練・
歩行訓練の充実を図ること。特
に、「中途視覚障害者緊急生活訓
練事業」の早急な実施を求める。

　生活訓練・歩行訓練の充実や中途視覚障害者緊急生活訓
練事業の実施においては、事業の受け皿となる金沢市視覚
障害者協会の協力は不可欠であり、訓練士など人材の確保
などの課題がある。
　課題を整理するとともに、他都市の状況を鑑みながら研
究していきたい。

視覚障害者の雇用と生活支援における要望書

要　望　事　項　 回　　　　　答

医療・福祉の連携

　眼科医から視覚障害者に対して
障害者手帳の申請の案内を徹底
すること。

　石川県眼科医会との関係性を構築し、眼科医から障害者
手帳を含めた各種サービスの情報発信をしていくことが効
果的であると考えており、石川県視覚障害者協会が事務局
を担うビジョンネット石川の懇談会等の機会を通じて、働
きかけていきたい。



視覚障害者の雇用と生活支援における要望書
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【障害福祉課】

　昨年５月に施行された障害者情報アクセシビリティ・コ
ミュニケーション施策推進法を受け、「情報提供推進等専
門委員会」を設置し、新たな情報通信機器・情報サービス
やIＣＴをはじめとする先進技術を活用した支援策等につ
いて協議を行った。
　ＳＮＳを活用した相談支援サービスなどの開設は、障害
のある人への情報発信の観点からも有効な手段であると考
えている。
　来年度、情報通信機器やＩＣＴに精通した障害のある人
から構成する検討会を開催することとしており、ＩＴ技術
の利用促進について協議していきたい。

【障害福祉課】

　金沢市のＬＩＮＥポッドに障害者
支援を開設すること。

　ＩＴ技術の革新を踏まえ、その技
術の利用促進を図ること。

要　望　事　項　 回　　　　　答

生活・情報支援の強化

　移動支援・同行援護の拡充を図
ること。

　同行援護については国の制度であるため、国の制度改正
等の動向を注視しながら、適切に対応していく。
　市町村事業である移動支援については、事業者の報酬単
価や確保などの課題とも連動していることから、制度の拡
充については、金沢市障害者自立支援協議会などを活用し
研究していきたい。



視覚障害者の雇用と生活支援における要望書
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７

８

９

【障害福祉課・労働政策課】

【障害福祉課】

要　望　事　項　 回　　　　　答

職業訓練、就労支援の充実

　視覚障害者が金沢市職員として
働ける環境づくりを行い、視覚障
害者の就労のロールモデルを作
ること。

　金沢市職員になるには、障害のある方についても、障害
の種別にかかわらず職員採用試験を受験する必要がある。
　視覚障害者の方の採用については、点字試験の実施や採
用後の職務内容など課題があると考えており、研究課題と
していきたい。

【人事課】

　「重度障害者等に対する通勤や
職場等における支援」を早期に実
施すること。

　重度障害者等に対する通勤や職場等における支援につい
ては、障害者雇用を促進する観点から、必要なことである
と認識している。
　一方では、雇用施策等と福祉施策を組み合わせて一体的
に支援するものであることから、受け入れ側である事業者
の状況やサービスを提供する事業者の確保などの課題等を
鑑みながら検討していきたい。

　視覚に障害があっても受けられ
る職業訓練の体制を確立するこ
と。

　視覚に障害がある人の一般就労については、パソコン技
術の習得やジョブコーチなどのサポート体制の確保、企業
の理解など課題が多い。職業訓練の体制づくりについて
は、国、県及び市視覚障害者協会と連携し、継続した研究
が必要であると考えている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（障害福祉課）

　また、障害のある方の職業能力開発と自立支援を図るた
め、県内の公共職業訓練施設において職業訓練を受ける場
合に、奨励金を交付している。視覚障害の状況によって
は、訓練可能なカリキュラムもあることから、ハローワー
クと連携し、就職面接会等の場で必要な情報が行き届くよ
う周知に努めていきたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（労働政策課）



視覚障害者の雇用と生活支援における要望書
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要　望　事　項　 回　　　　　答

　ヘルスキーパーの採用企業を
増やすための周知活動を行うこ
と。

　平成29年度に、視覚に障害のある方をヘルスキーパーと
して雇用している事業所を「金沢市はたらく人にやさしい
事業所」として表彰した。当該取組については、「金沢市
はたらくサイト」や企業の担当者を対象に開催する「働き
方改革セミナー」において、優良事例として紹介するなど
している。引き続き、障害のある方の就労に関する情報に
ついて、効果的な発信に努めていきたい。

【労働政策課】


